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A. 研究目的 

我が国では、がん対策推進基本計画等で、

がんと診断された時からの緩和ケアの実

施が勧められている。国際的なエビデンス

もこれを後押ししており、進行がん患者へ

の早期緩和ケアが、患者のQOLや満足度の

向上と医療資源活用の減少に寄与するこ

と が メ タ ア ナ リ シ ス で 示 さ れ た 。

(Gaertner, BMJ 2017) さらに、2017年に

米国臨床腫瘍学会から「オンコロジーと緩

和ケアの連携に関するガイドライン」が出

版され、「進行がん患者に対し、出来るだ

け早期に緩和ケアを提供すること」が強く

推奨されている。(Farrell, JCO 2017) 

しかし、我が国では診断時からの緩和ケ

アを実施する体制の整備は十分ではない

可能性がある。また、その実態や阻害・促

進因子に関する体系的な調査は未だ行わ

れていない。さらに、海外で行われている

診断時からの緩和ケア介入が、そのまま日

本のがん患者へ適用可能であるとは考え

にくく、日本の医療環境にはどのような診

断時からの緩和ケアプログラムが実施可

能で、どのように評価すればよいかも不明

である。 

そこで本研究班では、①「全国のがん診

療連携拠点病院（以下、拠点病院）とがん

治療を行う拠点病院以外の病院（以下、非

研究要旨 

がんと診断された後、早期からの緩和ケアの実施は2000年代初頭から世界保健機関

により推奨を受け、国際的なエビデンスに基づき、欧米における主要関連学会もこれ

を後押ししている。我が国でもがん対策基本法の施行以降、がん対策推進基本計画で

は「がんと診断された時からの緩和ケア」が重点的に取り込むべき課題として盛り込

まれている。しかしながら、その実態や現場レベルでの阻害・促進因子はこれまであ

まり調査されておらず、その評価指標は未だ確立していない。 

 本研究では、「がんと診断された時からの緩和ケア」の実態とその阻害/促進因子

の同定、そしてその評価指標の策定を行う。 

 本年度は、①がんと診断されたときからの緩和ケアの実態とそれに対する考え方・

態度の調査、②がんと診断された時からの緩和ケアの評価指標の探索、③「オンコロ

ジーと緩和ケアの連携」の阻害・促進因子の系統的レビューを行った。 
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拠点病院）を対象とした、診断時からの緩

和ケアの実態に関する調査」、②「我が国

に根ざした診断時からの緩和ケアに関する評

価指標の策定」、③「医療従事者・患者・

遺族の立場からみた、診断時からの緩和ケ

アの阻害因子・促進因子の同定」を行う。 

本年度は、①のがんと診断されたときからの

緩和ケアの実態とそれに対する考え方・態度に

関する調査を行った。また、②の診断時からの

緩和ケアの評価指標に関する先行研究は存在

しないため、学術的文脈における「オンコロジ

ーと緩和ケアの連携」の国際評価指標を用い、

我が国に根ざした診断時からの緩和ケアに関

する評価指標を探索した。さらに、③の診断時

からの緩和ケアの阻害・促進因子の同定に向け

た調査の基盤を構築する目的で、学術的文脈に

おける「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻

害・促進因子に関する系統的レビューを行った。 

 

B. 研究方法 

① 全国の拠点病院と非拠点病院を対象と

した、診断時からの緩和ケアの実態に関する

調査（恒藤 暁） 

② 我が国に根ざした診断時からの緩和ケア

に関する評価指標の探索（森田 達也） 

 

1. 研究デザイン 

調査票を用いた郵送法による横断的研究 

 

2. 調査対象 

厚生労働省ホームページに公開されている

「がん診療連携拠点病院等の一覧表（平成29

年4月1日現在）」から、拠点病院群を同定した。

また、全国8525施設の病院情報を入手し、非拠

点病院群とした。それぞれに適格・除外基準を

設け、拠点病院群は全数調査、非拠点病院群は

病院規模と地域による層別無作為抽出を行っ

た。 

 

3. 調査票の作成、郵送 

「診断時からの緩和ケアの実態」については

がん対策推進基本計画を、「診断時からの緩和

ケアの評価指標」については国際的な合意の得

られた「オンコロジーと緩和ケアの連携」に関

する評価指標を参考に、研究者間の合議により、

調査票は作成された(別紙1)。 調査票は対象病

院の院長またはがん診療責任者宛てに、2017

年11月に発送された。返送がない病院を対象に

最初の発送から3週間後に再度郵送を行った。 

 

4．統計解析 

記述統計、t検定、Cochrane-Armitage傾向検

定を適宜実施した。非拠点病院群の代表値は、

拠点病院群の病床規模の分布に沿って重み付

けによる調整を加えた。 

 

③ 「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻

害・促進因子に関する系統的レビュー（清水 千

佳子） 

1．研究デザイン 

系統的レビュー 

 

2. 調査対象文献 

「オンコロジーと緩和ケアの連携」に関する、

原著論文・総説・ガイドライン・エディトリア

ル・コメンタリー・レターを対象文献とし、

MEDLINE・EMBASE・CINAHLにおいて2017年5月に

系統的検索を実施した。 

 

3．データ収集と解析調査票の作成 

4人の独立した研究者が、系統的文献検索で得

られた文献情報のタイトル・抄録を精査し、組

入・除外を判定した。全文精査対象文献の確定

後、5人の独立した研究者が対象文献を精査し、

「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・促

進因子に関するデータを抽出する。抽出された

データは、内容分析の手法を用いて、質的に解

析を行う予定である。 
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（倫理面への配慮） 

① 全国の拠点病院と非拠点病院を対象と

した、診断時からの緩和ケアの実態に関する

調査 

② 我が国に根ざした診断時からの緩和ケア

に関する評価指標の探索 

 

本調査研究は、医療従事者に任意の回答を求

める調査であり、人体から採取された試料等を

用いない。京都大学大学院医学研究科・医学部

及び医学部附属病院 医の倫理委員会より各種

研究倫理指針の対象外とする答申を受け、倫理

審査は省略した。調査対象施設には、趣旨説明

書による調査協力の依頼を行い、返送をもって

同意取得とみなした。（別紙2） 

 

③ 「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻

害・促進因子に関する系統的レビュー 

 

本系統的レビューは文献研究であり、各種研

究倫理指針の対象外と判断し、倫理審査は省略

した。 

 

C. 研究結果 

① 全国のがん拠点病院と非がん拠点病院

を対象とした、診断時からの緩和ケアの実態

に関する調査 

 

地域がん診療病院を除く拠点病院群は399施

設、地域がん診療病院は34施設、非拠点病院群

は478施設が同定された。それぞれ、269施設

（67％）、22施設（65％）、259施設（54％）

から返送が得られた。 

①－1 診断時からの緩和ケアの実態について 

 がん告知の際のがん患者の精神的なつらさ

について、主治医・担当看護師以外がサポート

する体制については、入院・外来ともに有意差

をもって、拠点病院群が非拠点病院群より多く

の診療科で整備されていたが、両群において入

院より外来の方で体制整備が進んでいない傾

向が認められた。早期がん患者を含めた病期の

時期に関わらない身体症状治療を、主治医や外

来看護師以外がサポートする体制については、

入院・外来とも有意差をもって、拠点病院群が

非拠点病院群より多くの診療科で整備されて

いたが、両群において入院より外来の方で体制

整備が進んでいない傾向が認められた。抗がん

治療中の緩和ケア部門による身体・精神症状に

対する診療体制は、拠点病院群が非拠点病院群

より多くの診療科で整備されていた。がん薬物

療法による有害事象の治療に関するサポート

体制については、拠点病院群が非拠点病院群よ

り多くの診療科で整備されていた。 

①－2 診断時からの緩和ケアへの考え方・態

度について 

多くの施設で（診断）早期からの緩和ケアは

患者にとって有益であり、不採算だとは考えて

いなかった。半数強の施設で向こう5年以内に、

緩和ケアチームへの早期受診を促す取り組み

を行う予定であったが、病院全体のバランスと

して、緩和ケアに人員を割くことは難しいと多

くの施設で考えられており、過半数の施設で緩

和ケアに対応する医師・看護師・精神的サポー

トを行う職種の増員を予定していなかった。ま

た、拠点病院群では緩和ケアを担当する医師の

確保に困難感を感じており、非拠点病院群では

医師だけでなく看護師や精神的サポートを行

う職種の確保に困難感をより感じている結果

であった。 

 

② 我が国に根ざした診断時からの緩和ケア

に関する評価指標の探索 

 

②-1 オンコロジーと緩和ケアの指標 大項目 

拠点病院群では、約半数以上の病院で専従の

医師・看護師が入院緩和ケア診療に常勤で従事

していて、専従看護師のみと合計すると90％以

上の専従率であった。一方で、非拠点病院群で
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は、医師・看護師両方の専従病院はわずかに

14％しかなく、医師・看護師ともに非専従もし

くは緩和ケアサービスそのものが提供できな

い病院は全体の半数を超えた。緩和ケア外来は、

拠点病院群で充実している傾向にあったが、拠

点病院群・非拠点病院群ともにでも半数以上で

週0～2回しか利用できない状況であった。症状

スクリーニングは拠点病院群の半数以上の病

院で体制整備が進められている一方で、拠点病

院群・非拠点病院群ではそれぞれ約30％・60％

の病院で症状スクリーニングの体制が整って

いなかった。緩和ケアを提供する必要のある患

者を系統的に同定する方策として、時間に基づ

く基準（診断後3ヶ月以内やセカンドラインの

化学療法不応後など）はほとんど行われていな

いことが、拠点病院・非拠点病院群ともに明ら

かとなった。ニーズに基づく基準（疼痛がNRS7

以上など）は、時間に基づく基準と比較して、

多くの病院で利用している傾向にあった。 

 地域がん診療病院はサンプル数が少ないが、

非拠点病院といずれの項目においても同様の

状況であることが示唆された。 

 

②-2 オンコロジーと緩和ケアの指標 小項目 

症状緩和マニュアルや緩和ケア部門への紹

介基準は、拠点病院群で有意に整備が進んでい

るが、病床規模で補正後は非拠点病群との差は

有意ではなくなり、比較的大規模な非拠点病院

でも整備が進んでいる可能性が示唆された。一

方で、緩和ケア部門への系統的な紹介基準の整

備は、拠点病院・非拠点病院いずれにおいても

進んでいないことが示された。集学的がんカン

ファレンスへの緩和ケア部門のスタッフの参

加は、拠点病院群・非拠点病院群で、それぞれ

80％以上・50％以上であった。拠点病院・非拠

点病院ともに緩和ケアを担当する職員が重要

な役職に就いている施設は半数以下であった。

また、拠点病院・非拠点病院ともに、非常に高

い割合で抗がん治療中も緩和ケアを受けるこ

とができる結果であった。 

入院と比較し、外来緩和ケア診療の迅速な提

供体制は、拠点病院群・非拠点病院群ともに整

備が十分ではないことが示唆された。 

地域がん診療病院はサンプル数が少ないが、

非拠点病院といずれの項目においても同様の

状況であることが示唆された。 

③ 「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・

促進因子に関する系統的レビュー 

系統的文献検索により3034件の文献情報が

同定され、タイトル・抄録が精査され、最終的

に66件の文献が全文精査の対象となった。その

内訳として、原著論文23件（34.5％）、総説33

件（50.0％）、系統的レビュー3件（4.5％）、

ガイドライン3件（4.5％）、エディトリアル3

件（4.5％）、レター1件（1.5％）であった。 

 

D. 考察 

① 全国のがん拠点病院と非がん拠点病院

を対象とした、診断時からの緩和ケアの実態

に関する調査 

 

行政施策による推進や拠点病院の指定要件

により、全般的にがん患者への診断時からの緩

和ケアの提供体制は、拠点病院を中心に整備が

進んでいるものと考えられた。ただし、外来環

境に着目すると、拠点病院においても、主治

医・外来看護師以外による身体・精神症状緩和

のサポート体制が十分に整備されていない可

能性が示唆された。近年の抗がん治療の大半は

外来において実施される現状を考慮すると、外

来環境での診断時からの緩和ケアの提供体

制の整備は重要であると考えられた。抗がん

治療中の身体・精神症状を管理する緩和ケア部

門の整備やがん薬物療法による有害事象の緩

和のサポート体制は、拠点病院で整備が進んで

いるが、すべての施設で進んでいるわけではな

く、さらなる推進が望まれる。 

非拠点病院群では、診断時からの緩和ケアの

提供体制は十分ではないと考えられた。我が

国ではがん対策基本法以降、拠点病院を中心に
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行政施策が遂行されてきた経緯もあり、非拠点

病院を対象とした行政主導のがん診療の体制

の充実は十分には行われてこなかった。我が国

におけるがん患者が相当数非拠点病院でがん

治療を受けていると考えられるが、緩和ケアに

限らず非拠点病院のがん診療全般の現状は、

我々の知る限りこれまで十分には調査されて

おらず、包括的ながん診療の状況の調査が望ま

れる。地域がん診療病院は、今回調査し得たサ

ンプル数には限界があるが、非拠点病院との比

較において、非拠点病院と同様に体制整備が十

分進んでいない可能性が示唆された。 

診断時からの緩和ケアに対する施設の考え

方・態度については、大多数の施設でそれが自

施設のがん患者に対して有益であり、不採算で

はないと考えていた。さらに多くの施設でがん

患者がより早期に緩和ケアチームに紹介され

るような取り組みを予定していたが、それらに

対応する職種の増員は多くで予定されておら

ず、人材の確保の困難さもそれぞれの施設で直

面していることが示された。医療資源の充実は

重要ではあるが、現実問題としてそこに障壁が

あることが示唆された。 

今回の調査の限界として、病院機能の主にハ

ード面について、病院長もしくはがん診療責任

者を対象に調査したため、それらが実際に病院

内で機能しているかが不明である。体制が整備

されたとしても、それを現場レベルで活用する

医療従事者の考え方や態度によっては、利用状

況・利用しやすさ・患者への効果へと直結して

いない可能性がある。本研究班では平成30年度

において医療従事者を対象とした診断時から

の緩和ケアの阻害・促進因子を調査していく中

で、現場レベルで「がんと診断されたときから

の緩和ケア」が機能しているかを評価する予定

である。 

 

② 我が国に根ざした診断時からの緩和ケア

に関する評価指標の探索 

学術的文脈における「オンコロジーと緩和ケ

アの連携」の国際評価指標を用い、我が国に根

ざした診断時からの緩和ケアに関する評価指

標の探索を行った。拠点病院の指定要件にも含

まれる、緩和ケア部門の専従スタッフや症状緩

和マニュアルの策定、症状スクリーニング等が

拠点病院を中心に整備が進んでいる結果が得

られ、「がんと診断されたときからの緩和ケア」

を評価する指標として本指標が有望であるこ

とが示唆された。 

 

③ 「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・

促進因子に関する系統的レビュー 

本系統的レビューは、国際的な系統的レビュ

ーの実施計画レジストリであるPROSPERROに登

録が行われ、計画通り進行中である。（PROSPERO

ホームページ： 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/displ

ay_record.php?RecordID=69212） 

 

E. 結論 

本研究は、厚生労働行政が推進する「がんと

診断されたときからの緩和ケア」の実態を評価

した、我々の知る限り初めての調査研究である。 

我が国におけるがん対策は、拠点病院を中心

に取り組みが行われてきて、その成果として拠

点病院を中心に診断時からの緩和ケアの提供

体制の整備が進んでいることが示された。しか

しながら、体制整備が進んだとしても、それを

用いる現場レベルでそれらがうまく機能して

いない可能性があり、本研究班では平成30年度

に医療従事者を対象に調査を実施する予定で

ある。また、入院環境と比較して、特に外来環

境での体制整備が進んでいない可能性があり、

近年の抗がん治療は外来環境を中心に行われ

ることからその充実は急務である。また、非拠

点病院・地域がん診療病院ともに、緩和ケアを

提供する体制が十分ではないことが示された。

緩和ケアに限らず、包括的ながん診療の実態に

関する調査は、非拠点病院でこれまで十分に行
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われておらず、調査および対策の実行は急務と

考えられる。さらに、診断時からの緩和ケアに

対する施設の考え方・態度については、大多数

の施設でそれが自施設のがん患者に対して有

益と考えていたが、それらに対応する職種の増

員は多くで予定されておらず、人材の確保の困

難さもそれぞれの施設で直面していることが

示された。限られた医療資源の中で、いかに診

断時からの緩和ケアを充実させていくかが重

要な課題である。それに向けた問題点や方策を

明らかにし、今回の量的調査を補完する目的で、

自由記述による診断時からの緩和ケアの実態

や考え方・態度に関する調査も行った。現在、

この自由記述データをもとに、内容分析の手法

を用いた質的解析が進行中である。 

また、「オンコロジーと緩和ケアの連携」の

国際評価指標を用い、我が国に根ざした診断時

からの緩和ケアに関する評価指標を探索した。

がん対策推進基本計画により、我が国において

「オンコロジーと緩和ケアの連携」は拠点病院

群を中心に進展していることが示され、「がん

と診断されたときからの緩和ケア」を評価する

上で有望な評価指標であることが示唆された。

本研究班で実施予定の研究結果に基づき、我が

国におけるがんと診断されたときからの緩和

ケアの評価指標の策定に、今後取り組んでいく

予定である。 

「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・

促進因子の系統的レビューを実施中であり、66

件の文献が全文精査の対象となった。今後これ

らに質的分析を加え、得られたデータに基づき、

平成30年度の「診断時からの緩和ケア促進・阻

害因子に関する研究」を遂行する予定である。 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表  

釆野 優, 森 雅紀, 森田 達也, 武藤 学.「早

期緩和ケア」「オンコロジーと緩和ケアの連携」

「がんと診断されたときからの緩和ケア」のち

がい. 緩和ケア 2018;28(1):005-010 

2. 学会発表 

なし 

 

G. 知的財産の出願・登録状況 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

なし 

3. その他 

なし 

 

H. 健康危険情報 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

診断時からの緩和ケアに関する評価指標の策定 

 

研究分担者 森田 達也 聖隷三方原病院 緩和支持治療科 副院長・部長 

 

 

A. 研究目的 

我が国の厚生労働行政における、早期がんを含

むがん患者を対象とする「がんと診断されたと

きからの緩和ケア」と、学術的文脈における、

主に進行がん患者を対象とする「早期からの緩

和ケア」や「オンコロジーと緩和ケアの連携」

は、重複する部分は多いが同一の概念ではなく、

診断時からの緩和ケアの評価に関する先行研

究は存在しない。そこで、本研究班では、学術

的文脈における「オンコロジーと緩和ケアの連

携」の国際評価指標を用い、我が国に根ざした

診断時からの緩和ケアに関する評価指標を探

索することとした。 

 

B. 研究方法 

1. 研究デザイン 

調査票を用いた郵送法による横断的研究 

 

2. 調査対象 

厚生労働省ホームページに掲げられていた

「がん診療連携拠点病院等の一覧表（平成29

年4月1日現在）」から、地域がん診療連携拠点

病院、都道府県がん診療連携拠点病院、国立が

ん研究センター中央病院、国立がんセンター東

病院、地域がん診療病院、特定領域がん診療連

携拠点病院を同定し、拠点病院群として扱った。

また、指定要件の異なる地域がん診療病院に対

しては、個別の解析を加えた。拠点病院群には

100床以上の病院を適格基準として定め、特定

領域がん診療連携拠点病院は調査対象から除

外された。また、非拠点病院を抽出する目的で

医事日報社より全国病院情報データを購入し、

全国8525施設の病院情報を入手した。非拠点病

院群では、100床以上の病院を適格とし、がん

治療を行っている病院に絞る目的で、内科・呼

吸器内科・消化器内科・血液内科・外科・呼吸

器外科・消化器外科・乳腺外科のいずれかの標

榜がある病院を適格として、国立療養所、病院

名称から明らかにがん診療を行っていない病

院は除外した。最後に、拠点病院群との比較の

妥当性を担保する目的で、病院規模と地域によ

る層別無作為抽出を行った。病院規模は、がん

研究要旨 

学術的文脈における「オンコロジーと緩和ケアの連携」の国際評価指標を用い、我

が国に根ざした診断時からの緩和ケアに関する評価指標を探索した。がん診療連携拠

点病院の指定要件にも含まれる、緩和ケア部門の専従スタッフや症状緩和マニュアル

の策定、症状スクリーニング等、拠点病院を中心に整備が進んでいる結果が得られ、

「がんと診断されたときからの緩和ケア」を評価する指標として本指標が有望である

ことが示唆された。現在進行中の診断時からの緩和ケアの実態や考え方・態度に関す

る質的解析や平成30年度の調査結果等と併せて、我が国における「がんと診断された

ときからの緩和ケア」の評価指標の策定に取り組んでいく予定である。 
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拠点病院群の病床規模の分布を参考にし、-299

床、300-499床、500-699床、700床-の4層を構

築した。地域は、北海道、東北、東京、東京以

外の関東、中部、関西、中国、四国、九州・沖

縄の9層を構築した。東京は、日本の総人口の

約1割が密集する地域の特殊性より、独立した

地域区分として扱うこととした。 

 

3. 調査票の作成 

9人の医師（がん治療医4名、緩和ケア医5名）

による合議で調査票は作成された。包括的な文

献検索の後、国際的な合意の得られた「オンコ

ロジーと緩和ケアの連携」の評価指標に関する

文献を同定し、それを元に調査票を作成するこ

ととした。（Ann Oncol. 2015;26(9):1953-9）

回答施設は連結可能匿名化を行った。調査趣意

書と調査協力依頼書を同封の上、対象病院の院

長またはがん診療責任者宛てに、2017年11月に

調査票を発送した。調査票の返送先は、京都大

学内の担当事務局とした。返送がない病院を対

象に最初の発送から3週間後に再度郵送を行っ

た。データの質と信頼性・透明性を担保する目

的で、非拠点病院群のランダム抽出の実施・調

査票の郵送・データベースの構築を、外部委託

にて行った。 

 

4. 統計解析 

記述統計、t検定、Cochrane-Armitage傾向検

定を適宜実施した。非拠点病院群の代表値は、

拠点病院群の病床規模の分布に沿って重み付

けによる調整を加えた。地域がん診療病院単独

と非拠点病院群との比較においては、地域がん

診療病院のサンプル数が少なかったため、重み

付けによる解析は実施しなかった。解析の独立

性を担保する目的で、解析は外部の疫学専門家

に依頼した。 

（倫理面への配慮） 

本調査研究は、医療従事者に任意の回答を求め

る調査であり、人体から採取された試料等を用

いない。京都大学大学院医学研究科・医学部及

び医学部附属病院 医の倫理委員会より各種研

究倫理指針の対象外とする答申を受け、倫理審

査は省略した。調査対象施設には、趣旨説明書

による調査協力の依頼を行い、返送をもって同

意取得とみなした。 

 

C. 研究結果 

地域がん診療病院を除く拠点病院群は399施

設、地域がん診療病院は34施設、非拠点病院群

は478施設が同定された。それぞれ、269施設

（67％）、22施設（65％）、259施設（54％）

から返送が得られ、解析対象とした有効回答施

設は269施設（67％）、9施設（26％）、150施

設（31%）であった。 

結果を【表1 オンコロジーと緩和ケアの指標 

大項目】【表2 オンコロジーと緩和ケアの指標 

小項目】にまとめた。 

① オンコロジーと緩和ケアの指標 大項目 

拠点病院群では、約半数以上の病院で専従の

医師・看護師が入院緩和ケア診療に常勤で従事

していて、専従看護師のみと合計すると90％以

上の専従率であった。一方で、非拠点病院群で

は、医師・看護師両方の専従病院はわずかに

14％しかなく、医師・看護師ともに非専従もし

くは緩和ケアサービスそのものが提供できな

い病院は全体の半数を超えた。緩和ケア外来は、

拠点病院群で充実している傾向にあったが、拠

点病院群・非拠点病院群ともにでも半数以上で

週0～2回しか利用できない状況であった。症状

スクリーニングは拠点病院群の半数以上の病

院で体制整備が進められている一方で、拠点病

院群・非拠点病院群ではそれぞれ約30％・60％

の病院で症状スクリーニングの体制が整って

いなかった。患者・家族との「終末期の治療・

ケアに関する話し合い（いわゆるアドバンスケ

アプランニング）」結果については、拠点病院・

非拠病院ともに半数近くの病院で診療録等に

記録する取り決めがなかった。緩和ケアを提供

する必要のある患者を系統的に同定する方策



9 
 

として、時間に基づく基準（診断後3ヶ月以内

やセカンドラインの化学療法不応後など）はほ

とんど行われていないことが、拠点病院・非拠

点病院群ともに明らかとなった。ニーズに基づ

く基準（疼痛がNRS7以上など）は、時間に基づ

く基準と比較して、多くの病院で利用している

傾向にあった。 

がん診療の研修を受ける医師やがん治療医

に対する緩和ケア教育は、拠点病院群・非拠点

病院群ともに、約半数弱で提供されておらず、

がん診療の研修を受ける医師に対してルーチ

ンでの緩和ケア部門へのローテーションは、拠

点病院・非拠点病院ともにほとんどが行われて

いないことが示された。 

 地域がん診療病院はサンプル数が少ないが、

非拠点病院といずれの項目においても同様の

状況であることが示唆された。 

 

② オンコロジーと緩和ケアの指標 小項目 

症状緩和マニュアルや緩和ケア部門への紹介

基準は、拠点病院群で有意に整備が進んでいる

が、病床規模で補正後は非拠点病群との差は有

意ではなくなり、比較的大規模な非拠点病院で

も整備が進んでいる可能性が示唆された。一方

で、緩和ケア部門への系統的な紹介基準の整備

は、拠点病院・非拠点病院いずれにおいても進

んでいないことが示唆された。集学的がんカン

ファレンスへの緩和ケア部門のスタッフの参

加は、拠点病院群・非拠点病院群で、それぞれ

80％以上・50％以上であった。拠点病院・非拠

点病院ともに緩和ケアを担当する職員が重要

な役職に就いている施設は半数以下であった。

また、拠点病院・非拠点病院ともに、非常に高

い割合で抗がん治療中も緩和ケアを受けるこ

とができる結果であった。 

入院と比較し、外来緩和ケ診療の迅速な提供

体制は、拠点病院群・非拠点病院群ともに整備

が十分ではないことが示唆された。 

拠点病院・非拠点病院ともに緩和ケアの研修

を受ける医師が、がん診療部門へ研修すること

は限られていることが示唆された。また、本邦

における緩和ケア研究の体制は、拠点病院・非

拠点病院ともに十分とは言いがたいことが示

された。 

地域がん診療病院はサンプル数が少ないが、

非拠点病院といずれの項目においても同様の

状況であることが示唆された。 

 

D. 考察 

学術的文脈における「オンコロジーと緩和ケ

アの連携」の国際評価指標を用い、我が国に根

ざした診断時からの緩和ケアに関する評価指

標の探索を行った。拠点病院の指定要件にも含

まれる、緩和ケア部門の専従スタッフや症状緩

和マニュアルの策定、症状スクリーニング等が

拠点病院を中心に整備が進んでいる結果が得

られ、「がんと診断されたときからの緩和ケア」

を評価する指標として本指標が有望であるこ

とが示唆された。 

以下に、探索的に得られた結果への考察を加

える。 

我が国における緩和ケアを提供する体制は、

現場レベルで深刻な人材不足に直面しており、

その傾向はより非拠点病院で顕著であること

が示された。一方で、多職種による緩和ケアの

提供体制の構築の努力が進められており、拠点

病院群ではペインクリニッシャン・緩和ケアを

専門とする看護師・精神的問題を取り扱う医療

スタッフ・MSW・薬剤師との連携が進んでおり、

非拠点病院ではこれらの職種による介入をよ

り充実させることが課題であると考えられた。

その他の職種として、理学療法士、歯科衛生士、

作業療法士などとも連携している施設もあっ

た。 

昨今のがん治療は主に外来にて行われてい

るが、緩和ケア外来の診療体制の整備は十分と

はいえない結果であり、これが診断時からの緩

和ケアを充実させる障壁となっているものと

考えられた。オピオイドの外来導入など、入院

緩和ケアとは異なる診療スキルが求められる

ため、実施可能な診療体制や診療モデルの構築

が今後の課題といえる。また、限られた医療資
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源の中、緩和ケアのニーズのある患者を適格に

同定する方策は重要で、拠点病院を中心に症状

スクリーニングや緩和ケア部門への紹介基準

の策定が進められ、今後これらの取り組みはさ

らに推進していく必要があると考えられた。一

方で、時間基準（診断後3ヶ月以内やセカンド

ラインの化学療法不応後など）に基づく患者の

同定は、我が国ではほとんど行われていないこ

とが明らかとなった。これは、特定の時期にな

った患者すべてを拾い上げるのには医療現場

の余力が十分ないことや、必ずしも特定の時期

に達した患者すべてが治療・ケアニーズがある

わけではなく、効率的なケア提供体制ではない

可能性が関連していると考えられる。学術的な

文脈では時間基準を用いて進行がん患者に緩

和ケアを提供することの利益が示されている

が、医療資源の豊富な一部の医療機関を除けば、

我が国では実現可能性の低い診療モデルであ

る可能性がある。本研究班では、平成30年度の

調査では医療従事者を対象に、我が国における

診断時からの緩和ケアのあるべき姿について

も、調査していく予定である。 

さらに、限られた医療資源の中で、1次緩和

ケアの充実が望まれるが、その教育・研究機会

の提供体制は十分ではないことが示された。が

ん診療の研修を受ける医師やがん治療医に対

する緩和ケア教育、がん診療の研修を受ける医

師に対してルーチンでの緩和ケア部門へのロ

ーテーションの機会は、拠点病院・非拠点病院

ともに十分とはいえなかった。緩和ケアに関す

る研修の有無は、その後の緩和ケアへの紹介頻

度などに影響があることが知られており、さら

なる教育・研修の機会の充実が望まれる。同時

に、緩和ケアの研修を受ける医師が、がん診療

部門へ研修することは限られていることが示

された。抗がん治療の進歩に伴い、治療体系は

複雑化し、免疫療法の発展はこれまでに経験し

なかったような有害事象が認められるように

なった。適切な緩和ケア治療を行う上では患者

の病態の的確な評価は必須であり、緩和ケアの

研修を受ける医師へのローテーション機会の

提供や、緩和ケアスタッフへの抗がん治療に関

する教育・研修体制の整備も望まれる。さらに、

本邦における緩和ケア研究の体制は、拠点病

院・非拠点病院ともに十分とは言いがたい。我

が国の患者に適した緩和ケア治療の開発やが

ん治療との連携を推進していく上では、緩和ケ

アの研究費の拡充はもちろん、緩和ケアの研究

を遂行できる研究者の育成も重要である。 

 

E. 結論 

「オンコロジーと緩和ケアの連携」の国際評

価指標を用い、我が国に根ざした診断時からの

緩和ケアに関する評価指標を探索した。がん対

策推進基本計画により、我が国において「オン

コロジーと緩和ケアの連携」は拠点病院群を中

心に進展しているものと考えられ、「がんと診

断されたときからの緩和ケア」を評価する上で

有望な評価指標であることが示唆された。現在

進行中の診断時からの緩和ケアの実態や考え

方・態度に関する質的解析や平成30年度の調査

結果と併せて、我が国におけるがんと診断され

たときからの緩和ケアの評価指標の策定に取

り組んでいく予定である。 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表  

釆野 優, 森 雅紀, 森田 達也, 武藤 学.「早

期緩和ケア」「オンコロジーと緩和ケアの連携」

「がんと診断されたときからの緩和ケア」のち

がい. 緩和ケア 2018;28(1):005-010 

2. 学会発表 

なし 

 

G. 知的財産の出願・登録状況 

1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

なし 

3. その他 

なし 
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 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

がん拠点病院以外の病院およびがん拠点病院における、診断時からの緩和ケアに関する実態調査 

 

研究分担者 恒藤 暁 京都大学 医学研究科 教授 

 

 

 

A. 研究目的 

我が国ではがん対策基本法の施行以降、がん

対策推進基本計画では「がんと診断された時か

らの緩和ケア」が重点的に取り込むべき課題と

して盛り込まれている。しかしながら、その実

態や各施設の診断時からの緩和ケアに対する

考え方や態度はこれまで十分に調査されてこ

なかった。そのため、本研究班では、我が国に

おけるがん診療連携点病院（以下、拠点病院）

とがん治療を行う拠点病院以外の病院（以下、

非拠点病院）を対象とし、診断時からの緩和ケ

アの実態や考え方・態度に関する全国調査を行

った。 

 

研究要旨 

我が国におけるがん診療連携点病院（以下、拠点病院）とがん治療を行っているが

ん診療連携拠点病院以外の病院（以下、非拠点病院）を対象とし、「がんと診断され

た時からの緩和ケア」の実態や考え方・態度に関する全国調査を行った。拠点病院等

は399施設、地域がん診療病院は34施設、非拠点病院は478施設が調査対象となり、2

69施設（67％）、22施設（65％）、259施設（54％）から回答が得られた。我が国に

おけるがん対策は、これまで拠点病院を中心に取り組みが行われおり、その成果とし

て主に拠点病院で診断時からの緩和ケアを提供する体制の整備は進んでいる。しかし

ながら、拠点病院においても、入院診療と比較して、外来診療の整備体制が進んでお

らず、近年の抗がん治療は外来を中心に行われることからその充実は急務である。ま

た、体制整備が進んでいたとしても、それを用いる現場レベルでうまく機能していな

い可能性があり、本研究班では平成30年度に医療従事者を対象とした調査を実施する

予定である。また、非がん拠点病院・地域がん診療病院ともに、診断時から緩和ケア

を提供する体制が十分ではないことが示された。緩和ケアに限らず、包括的ながん診

療状況に関する調査は、特に非拠点病院ではこれまで十分に行われておらず、調査の

実施と対策の実行は急務と考えられる。さらに、診断時からの緩和ケアに対する施設

の考え方・態度については、大多数の施設でそれが自施設のがん患者に対して有益と

考えていたが、対応する職種の増員は多くで予定されておらず、人材の確保の困難さ

もそれぞれの施設で直面していることが示された。限られた医療資源の中で、いかに

診断時からの緩和ケアを充実させていくかが重要な課題であり、それに向けた問題点

や方策を明らかにし、今回の量的調査を補完する目的で、自由記述による診断時から

の緩和ケアの実態や考え方・態度に関する調査も行った。現在、この自由記述データ

をもとに、内容分析の手法を用いた質的解析が進行中である。 
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B. 研究方法 

1. 研究デザイン 

調査票を用いた郵送法による横断的研究 

 

2. 調査対象 

厚生労働省ホームページに掲げられていた

「がん診療連携拠点病院等の一覧表（平成29

年4月1日現在）」から、地域がん診療連携拠点

病院、都道府県がん診療連携拠点病院、国立が

ん研究センター中央病院、国立がんセンター東

病院、地域がん診療病院、特定領域がん診療連

携拠点病院を同定し、拠点病院群として扱った。

また、指定要件の異なる地域がん診療病院に対

しては、個別の解析を加えた。拠点病院群には

100床以上の病院を適格基準として定め、特定

領域がん診療連携拠点病院は調査対象から除

外された。また、非拠点病院を抽出する目的で

医事日報社より全国病院情報データを購入し、

全国8525施設の病院情報を入手した。非拠点病

院群では、100床以上の病院を適格とし、がん

治療を行っている病院に絞る目的で、内科・呼

吸器内科・消化器内科・血液内科・外科・呼吸

器外科・消化器外科・乳腺外科のいずれかの標

榜がある病院を適格として、国立療養所、病院

名称から明らかにがん診療を行っていない病

院は除外した。最後に、拠点病院群との比較の

妥当性を担保する目的で、病院規模と地域によ

る層別無作為抽出を行った。病院規模は、がん

拠点病院群の病床規模の分布を参考にし、-299

床、300-499床、500-699床、700床-の4層を構

築した。地域は、北海道、東北、東京、東京以

外の関東、中部、関西、中国、四国、九州・沖

縄の9層を構築した。東京は、日本の総人口の

約1割が密集する地域の特殊性より、独立した

地域区分として扱うこととした。 

 

3. 調査票の作成、郵送、データベースの固定 

9人の医師（がん治療医4名、緩和ケア医5名）

による合議で調査票は作成された。診断時から

の緩和ケアの実態に関する項目はがん対策推

進基本計画を、考え方・態度に関する項目は先

行文献を参考にし、調査項目の作成を行った。

回答施設は連結可能匿名化を行った。調査趣意

書と調査協力依頼書を同封の上、対象病院の院

長またはがん診療責任者宛てに、2017年11月に

調査票を発送した。調査票の返送先は、京都大

学内の担当事務局とした。返送がない病院を対

象に最初の発送から3週間後に再度郵送を行っ

た。データの質と信頼性・透明性を担保する目

的で、非拠点病院群のランダム抽出の実施・調

査票の郵送・データベースの構築を、外部委託

にて行った。 

 

4. 統計解析 

記述統計、t検定、Cochrane-Armitage傾向検

定を適宜実施した。非拠点病院群の代表値は、

拠点病院群の病床規模の分布に沿って重み付

けによる調整を加えた。地域がん診療病院単独

と非拠点病院群との比較においては、地域がん

診療病院のサンプル数が少なかったため、重み

付けによる解析は実施しなかった。解析の独立

性を担保する目的で、解析は外部の疫学専門家

に依頼した。 

（倫理面への配慮） 

本調査研究は、医療従事者に任意の回答を求

める調査であり、人体から採取された試料等を

用いない。京都大学大学院医学研究科・医学部

及び医学部附属病院 医の倫理委員会より各種

研究倫理指針の対象外とする答申を受け、倫理

審査は省略した。回答は任意であり、調査票へ

の回答・返送をもって同意取得とみなした。 

 

C. 研究結果 

地域がん診療病院を除く拠点病院群は399施

設、地域がん診療病院は34施設、非拠点病院群

は478施設が同定された。それぞれ、269施設

（67％）、22施設（65％）、259施設（54％）

から返送が得られ、解析対象とした有効回答施
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設は269施設（67％）、9施設（26％）、150施

設（31%）であった。 

 結果を【表1 診断時からの緩和ケアの実態に

ついて】【表2 診断時からの緩和ケアへの考え

方・態度について】にまとめた。 

① 診断時からの緩和ケアの実態について 

がん告知の際のがん患者の精神的なつらさ

について、主治医・担当看護師以外がサポート

する体制については、入院・外来ともに有意差

をもって、拠点病院群が非拠点病院群より多く

の診療科で整備されていたが、両群において入

院より外来の方で体制整備が進んでいない傾

向が認められた。（拠点病院群 vs. 非拠点病

院群: 外来, 65％ vs. 44%; 入院, 79% vs. 48%. 

調整p値=0.003; <0.001.）早期がん患者を含め

た病期の時期に関わらない身体症状治療を、主

治医や外来看護師以外がサポートする体制に

ついては、入院・外来とも有意差をもって、拠

点病院群が非拠点病院群より多くの診療科で

整備されていたが、両群において入院より外来

の方で体制整備が進んでいない傾向が認めら

れた。（外来, 68％ vs. 42%; 入院, 81% vs. 50%. 

調整p値=0.001; <0.001.）抗がん治療中の緩和

ケア部門による身体・精神症状に対する診療体

制は、拠点病院群が非拠点病院群より多くの診

療科で整備されていた。（身体症状, 88％ vs. 

58%; 精神症状 , 87% vs. 56%. 調整 p値

=<0.001; <0.001.）がん薬物療法による有害事

象の治療に関するサポート体制については、拠

点病院群が非拠点病院群より多くの診療科で

整備されていた。（76％ vs. 45%. 調整p値

=0.001.） 

地域がん診療病院はサンプル数が少ないが、

非拠点病院といずれの項目においても同様の

状況であることが示唆された。 

 

② 診断時からの緩和ケアへの考え方・態度

について 

 拠点病院・非拠点病院いずれにおいても、自

施設が提供する緩和ケアの水準は十分ではな

いとの評価であった。（拠点病院群 vs. 非拠

点病院群: 75％ vs. 76%. 調整p値=0.674.）多

くの施設で（診断）早期からの緩和ケアは患者

にとって有益であり、不採算だとは考えていな

かった。（有益だと思う, 85％ vs. 89%; 不採

算だと思う, 13% vs. 18%. 調整p値=0.933; 

0.217.）半数強の施設で向こう5年以内に、緩

和ケアチームへの早期受診を促す取り組みを

行う予定であったが（55％ vs. 60%. 調整p値

=0.001.））、病院全体のバランスとして、緩

和ケアに人員を割くことは難しいと多くの施

設で考えられており（76％ vs. 86%. 調整p値

=0.002.））、過半数の施設で緩和ケアに対応

する医師・看護師・精神的サポートを行う職種

の増員を予定していなかった。また、拠点病院

群では緩和ケアを担当する医師の確保に困難

感を感じており、非拠点病院群では医師だけで

なく看護師や精神的サポートを行う職種の確

保に困難感をより感じている結果であった。 

地域がん診療病院はサンプル数が少ないが、

非拠点病院といずれの項目においても同様の

状況であることが示唆された。 

 

D. 考察 

がん対策推進基本計画にある「がんと診断さ

れたときからの緩和ケア」では、早期がん患者

を含めたがん患者への全人的ケアが推奨され

ている。病期にかかわらず、がん患者が安心し

て療養や日常生活を送ることができる社会の

構築は、今後の高齢化の進行に伴いさらなるが

ん患者の増加が予測される我が国において、ま

すます重要となってくる。本研究は、厚生労働

行政における「がんと診断されたときからの緩

和ケア」の実態を評価した、我々の知る限り初

めての調査研究である。 

行政施策による推進や拠点病院の指定要件

により、全般的にがん患者への診断時からの緩

和ケアの提供体制は、拠点病院を中心に整備が
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進んでいるものと考えられた。ただし、外来環

境に着目すると、拠点病院においても40％弱の

施設で、主治医・外来看護師以外による身体・

精神症状緩和のサポート体制が十分に整備さ

れていない可能性が示唆された。入院環境と比

較して、時間・人員、診療スペースに制約のあ

る外来環境において、十分なケアを提供する医

療資源の不足が原因の一つとして考えられた。

近年の抗がん治療の大半は外来において実施

される現状を考慮すると、外来環境でのがん・

緩和ケア診療に関するより詳細な実態の調査

が必要である。これについては、他の分担研究

者（森田 達也）が別途報告する。抗がん治療

中の身体・精神症状を管理する緩和ケア部門の

整備やがん薬物療法による有害事象の緩和の

サポート体制は拠点病院で進んでいる。これら

は行政施策による効用と評価することが可能

であるが、拠点病院でもすべての施設で整備が

進んでいるわけではなく、さらなる政策の推進

が望まれる。 

非拠点病院群では調査項目のいずれにおい

ても、診断時からの緩和ケアについて十分とは

いえない体制整備状況であると考えられた。我

が国ではがん対策基本法以降、拠点病院を中心

に行政施策が遂行されてきた経緯もあり、非拠

点病院を対象とした行政主導のがん診療の体

制の充実は十分には行われてこなかったと考

えられる。我が国におけるがん患者の相当数が

非拠点病院でがん治療を受けていると推測さ

れるが、緩和ケアにかかわらず非拠点病院のが

ん診療全般の現状は、我々の知る限りこれまで

十分には調査されておらず、包括的ながん診療

の状況の調査が望まれる。また、比較的病床規

模が大きく医療資源の集約化が行いやすい拠

点病院と同様の行政施策を、比較的病床規模の

小さい非拠点病院に当てはめた場合、現場の混

乱を招く可能性がある。そのため、非拠点病院

の様々な医療環境を考慮した行政施策の検討

が望まれる。地域がん診療病院は、今回調査し

得たサンプル数には限界があるが、非拠点病院

との比較において、非拠点病院と同様に体制整

備が十分進んでいない可能性が示唆された。 

診断時からの緩和ケアに対する施設の考え

方・態度については、大多数の施設でそれが自

施設のがん患者に対して有益であり、不採算で

はないと考えていた。さらに多くの施設でがん

患者がより早期に緩和ケアチームに紹介され

るような取り組みを予定していたが、それらに

対応する職種の増員は多くで予定されておら

ず、人材の確保の困難さもそれぞれの施設で直

面していることが示された。医療資源の充実は

重要ではあるが、現実問題としてそこに障壁が

あることが示唆された。限られた医療資源の中

で、いかに診断時からの緩和ケアを充実させて

いくかが重要な課題である。 

今回の調査にはいくつかの限界がある。今回

は病院機能の主にハード面について、病院長も

しくはがん診療責任者を対象に調査したため、

それらが実際に病院内で機能しているかは不

明である。体制が整備されたとしても、それを

現場レベルで活用する医療従事者の考え方や

態度によっては、利用状況・利用しやすさ・患

者への効果へと直結していない可能性がある。

本研究班では平成30年度において医療従事者

を対象とした診断時からの緩和ケアの阻害・促

進因子を調査していく中で、現場レベルで「が

んと診断されたときからの緩和ケア」が機能し

ているかを評価する予定である。また、拠点病

院との比較の妥当性を担保する目的で、がん薬

物療法・手術・放射線治療をすべて自施設で行

っている病院に解析対象を限定した。手術やが

ん薬物療法は院内で行っていても放射線治療

は院外に委託している病院などが相当数あり、

非拠点病院や地域がん診療病院では欠損が多

く出た結果となった。今後の調査では、特に非

拠点病院を対象とする調査を行う場合は、対象

の選択基準を慎重に検討する必要があると考

えられた。 
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E. 結論 

本研究は、厚生労働行政における「がんと診

断されたときからの緩和ケア」の実態を評価し

た、我々の知る限り初めての調査研究である。

我が国におけるがん対策は、拠点病院を中心に

取り組みが行われてきて、その成果として拠点

病院を中心に診断時からの緩和ケアの提供体

制の整備は着実に進んでいる。しかしながら、

体制整備が進んだとして、それを用いる現場レ

ベルでそれらがうまく機能していない可能性

があり、本研究班では平成30年度に医療従事者

を対象に調査を実施する予定である。また、入

院環境と比較して、外来環境での整備体制が進

んでいない可能性があり、近年の抗がん治療は

外来を中心に行われることからその充実は急

務である。また、非拠点病院・地域がん診療病

院ともに、緩和ケアを提供する体制が十分では

ないことが示唆された。緩和ケアにかかわらず、

包括的ながん診療状況に関する調査は、非がん

拠点病院でこれまで十分に行われておらず、調

査および対策の実行は急務と考えられる。さら

に、診断時からの緩和ケアに対する施設の考え

方・態度については、大多数の施設でそれが自

施設のがん患者に対して有益と考えていたが、

それらに対応する職種の増員は多くで予定さ

れておらず、人材の確保の困難さもそれぞれの

施設で直面していることが示された。限られた

医療資源の中で、いかに診断時からの緩和ケア

を充実させていくかが重要な課題である。それ

に向けた問題点や方策を明らかにし、今回の量

的調査を補完する目的で、自由記述による診断

時からの緩和ケアの実態や考え方・態度に関す

る調査も行った。現在、この自由記述データを

もとに、内容分析の手法を用いた質的解析が進

行中である。 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表  

なし 

2. 学会発表 

なし 

G. 知的財産の出願・登録状況 

① 特許取得 

なし 

② 実用新案登録 

なし 

③ その他 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

診断時からの緩和ケアの促進・阻害因子に関する研究 

 

研究分担者 清水 千佳子 国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 外来医長 
   研究協力者 森 雅紀   聖隷三方原病院 緩和ケアチーム 
   研究協力者 釆野 優   聖隷三方原病院 ホスピス科 
 

 

 

A. 研究目的 

国際的なエビデンスにより、進行がん患者に

対してがんと診断されたときからの緩和ケア

を提供することで患者の生活の質や症状の改

善、医療コストの低減効果が示され、欧米の主

要学会はがん治療中から専門的な緩和ケアを

提供することを推奨している。我が国ではがん

対策基本法の施行以降、早期がん患者も含めた

「治療の初期段階からの緩和ケア」「がんと診

断されたときからの緩和ケア」が推進されてき

た。これらの推奨にも関わらず、診断時からの

緩和ケアの臨床実践は十分に進んでいない可

能性が考えられ、そこには何らかの阻害因子が

存在する懸念がある。本研究班では、平成30

年度に医療従事者・患者・家族を対象とし、現

場で直面する診断時からの緩和ケアの実施に

関わる阻害・促進因子の調査を行う予定である。

本研究の基盤を構築する目的で、平成29年度か

ら学術的文脈における「オンコロジーと緩和ケ

アの連携」の阻害・促進因子に関する系統的レ

ビューを行っている。 

 

B. 研究方法 

1. 研究デザイン 

系統的レビュー 

2. 調査対象文献 

「オンコロジーと緩和ケアの連携」を「抗が

ん治療と並行して緩和ケアサービスを提供す

ること」と定義した。原著論文・総説・ガイド

ライン・エディトリアル・コメンタリー・レタ

ーを対象文献とし、非英語論文・研究計画論

文・学会抄録は除外した。系統的検索は、

MEDLINE・EMBASE・CINAHLにおいて2017年5月に

実施された。検索式は、“Palliative Care” 

“Neoplasm” “Delivery of Health Care, 

Integrated”の統制語に加え“early 

研究要旨 

がん対策推進基本計画等による推奨にも関わらず、診断時からの緩和ケアの実践が

臨床現場では十分に進んでいない可能性が考えられ、そこには何らかの阻害因子が関

与している懸念がある。本研究班では、平成30年度に医療従事者・患者・家族を対象

とし、現場で直面する診断時からの緩和ケアの実施に関わる阻害・促進因子の調査を

行う予定である。本研究の基盤を構築する目的で、平成29年度から学術的文脈におけ

る「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・促進因子に関する系統的レビューを行

っている。系統的文献検索により3034件の文献情報が同定され、タイトル・抄録の精

査の結果、最終的に66件の文献が全文精査の対象となった。今後これらに質的分析を

加え、得られたデータに基づき本研究を遂行する予定である。 
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palliative care”“cancer”等のフリーワー

ドの組み合わせで作成された。 

3. データ収集と解析調査票の作成 

4人の独立した研究者が、系統的文献検索で得

られた文献情報のタイトル・抄録を精査し、組

入・除外を判定した。一貫性を担保する目的で

1人の研究者がすべての抄録を、他の3人の研究

者がそれぞれ3分の1ずつの抄録を分担した。判

定に齟齬が生じた際は、研究者間の合議により

組入・除外を判定した。それでも一致を見ない

場合は、第5番目の研究者を交えた合議の上、

判定を行った。全文精査対象文献の確定後、5

人の独立した研究者が対象文献を精査し、「オ

ンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・促進因

子に関するデータを抽出する。一貫性を担保す

る目的で1人の研究者がすべての文献を、他の4

人の研究者がそれぞれ4分の1ずつの文献を分

担する。抽出されたデータは、内容分析の手法

を用いて、質的に解析を行う予定である。 

（倫理面への配慮） 

本系統的レビューは文献研究であり、各種研究

倫理指針の対象外と判断し、倫理審査は省略し

た。 

 

C. 研究結果 

系統的文献検索により3034件の文献情報が

同定され、うち900件が重複しており除外され

た。2134件のタイトル・抄録が4人の独立した

研究者によって精査され、最終的に66件の文献

が全文精査の対象となった。その内訳として、

原著論文23件（34.5％）、総説33件（50.0％）、

系統的レビュー3件（4.5％）、ガイドライン3

件（4.5％）、エディトリアル3件（4.5％）、

レター1件（1.5％）であった。 

 

D. 考察 

本系統的レビューは、国際的な系統的レビュ

ーの実施計画レジストリであるPROSPERROに登

録が行われ、計画通り進行中である。（PROSPERO

ホームページ： 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/displ

ay_record.php?RecordID=69212） 

E. 結論 

「オンコロジーと緩和ケアの連携」の阻害・

促進因子の系統的レビューを実施中であり、66

件の文献が全文精査の対象となった。今後これ

らに質的分析を加え、得られたデータに基づき

、平成30年度の「診断時からの緩和ケア促進・

阻害因子に関する研究」を遂行する予定である

。 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表  

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

G. 知的財産の出願・登録状況 

① 特許取得 

なし 

② 実用新案登録 

なし 

③ その他 

なし 
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